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長崎地方最低賃金審議会

会長 松本睦樹 様

本県の最低賃金について

最低賃金につきましては、本年６月１８日に閣議決定された「経済財政運営と改

革の基本方針２０２１」及び「成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ」にお

いて、「最低賃金について、感染症下でも最低賃金を引き上げてきた諸外国の取組も

参考にして、感染症拡大前に我が国で引き上げてきた実績を踏まえて、地域間格差

にも配慮しながら、より早期に全国加重平均１，０００円とすることを目指し、本

年の引上げに取り組む」と明記されております。

これを踏まえ、厚生労働大臣は、中央最低賃金審議会に対する諮問にあたり、「令

和３年度地域別最低賃金額改定の目安について、経済財政運営と改革の基本方針

2021及び成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップに配意した調査審議」を求め

たところであります。

本県では、人口減少や少子高齢化、新型コロナウイルス感染症の影響など様々な

課題に直面している一方で、まちの佇まいや産業構造が大きく変化する、１００年

に一度とも言うべき変革の時期を迎えております。

このような中、今春から新たな総合計画「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

２０２５」をスタートさせ、「つながり、ささえ、つくろう長崎」をキャッチフレー

ズに、様々な課題に対応するとともに、令和４年度に迫った九州新幹線西九州ルー

ト長崎～武雄温泉間の開業効果を高める取組や全線フル規格による整備の実現のほ

か、特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進、海洋エネルギーやＡＩ・ＩｏＴ・

ロボット、航空機関連といった次なる基幹産業の創出など、チャンスを地域の活性

化につなげる施策を推進し、新たな時代の力強い長崎県づくりにチャレンジしてま

いります。

また、昨年度策定した「第２期長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、

「①地域で活躍する人材を育て、未来を切り拓く」「②力強い産業を育て、魅力ある

しごとを生み出す」「③夢や希望のあるまち、持続可能な地域を創る」を基本目標に、

様々な施策を講じているところであります。

持続的な経済成長のためには、企業の生産性向上の成果を働く人に分配すること

で、賃金の上昇、需要の拡大を通じた成長と分配の好循環を図る必要があります。

また、これからの人口減少社会に対応するためには、若者、女性、高齢者を含む

全ての県民が、それぞれの能力を活かし、意欲を持って働くことができる多様な働

き方を選択できる社会を実現していくことが重要であり、特に、中小企業の割合が

高く、賃金水準が全国下位にある本県では、魅力ある雇用環境を整え、しっかりと

人材を確保していくためにも最低賃金の引上げが重要であると考えております。

つきましては、本県の賃金水準の現状や地域経済活性化に向けた本県の取組等を

ご勘案いただき、最低賃金の改正に向けた十分なご議論を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

令和３年７月１５日

                                      長崎県産業労働部長田義美
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